
盛岡市こども計画(概要版)(案)
令和７年（2025年）～令和11年（2029年）

～こどもまんなか盛岡市 描く未来はこどもの笑顔 みんなが子育てパートナー～

令和＿年＿月
盛岡市
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資料２



１ 計画の位置づけ

本計画は、こども基本法に基づき、盛岡市における「市

町村こども計画」として、「全てのこども・若者が身体

的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社

会」である

ために策定するものです。

また、本計画は、盛岡市のまちづくりの基本指針である

盛岡市総合計画や、保健福祉分野を推進するための総括的

な計画である盛岡市地域福祉計画などの関連計画との整合

性を図りながら推進します。

２ 計画期間

令和７年度（2025年度）から令和11年度（2029年度）までの とします。

これは、こども基本法の施行後５年を目途にこども施策の見直しが行われる見込みのため、それに合わ

せて本計画を見直すことを想定しているためです。

「こどもまんなか社会」の実現

こども・若者の権利を尊重する行動の実践

こども・若者の
最善の利益が
考慮される

こども・若者が
どんな理由でも
差別されない

こども・若者が
能力を伸ばし

健やかに成長できる

こども・若者の
意見や社会参加を
大人が尊重する

こども計画に基づくこども施策の推進
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３ 本市が定める他の計画や法令等との関係

本計画は、本市のまちづくりの基本指針である盛岡市総合計画や、保健福祉分野を推進するための総括

的な計画である盛岡市地域福祉計画をはじめとする他の関連計画との整合を図るとともに、憲法や子ども

の権利条約の精神にのっとり国が定めるこども基本法と、こども大綱に基づく方針や施策の内容のほか、

岩手県が定める関連計画の内容を踏まえながら推進します。
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盛岡市総合計画

こども大綱
盛岡市地域福祉計画

こども基本法

子どもの権利条約

こども計画に含まれる計画・施策 根拠法律等

子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援法

次世代育成支援対策推進行動計画 次世代育成支援対策推進法

子ども・若者育成支援計画 子ども・若者育成支援推進法

子どもの未来応援プラン 子どもの貧困対策の推進に関する法律

児童の放課後の居場所づくりに関する方針 新・放課後子ども総合プラン

盛岡市こども計画
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連携する本市の関連計画 関連する県の計画

（仮称）障がい者基本計画 いわて子どもプラン

介護保険事業計画

高齢者保健福祉計画

もりおか健康21プラン 子育て分野における県の主要計画

自殺対策推進計画 岩手県子ども子育て支援事業支援計画

食育推進計画 岩手県子どもの幸せ応援計画

男女共同参画推進計画 岩手県ひとり親家庭等自立促進計画

教育振興基本計画 岩手県社会的養育推進計画

スポーツ推進計画 岩手県児童虐待防止アクションプラン

もりおか子どもの読書活動推進計画



必要となる視点

４ 計画の対象

本計画は、 (妊娠・出産期を含みます。) (おおむね12歳から30

歳までとし、施策によっては39歳までを含みます。) また、こどもまんなか社会の

実現のためには、あらゆる主体がこども・若者の権利を尊重する行動をとる必要があるため、事業によっ

ては、市民、地域で活動する団体、企業、行政など全ての個人及び団体が連携や支援の対象となります。

なお、本計画では、 に、「心身の発

達の過程にある者」という意味で用い、特定の年齢で必要なサポートが途切れないように推進します。

こども

保護者・養育者

直接接する人

過ごす空間

地域の空間

施策や文化

それぞれのこどもから見た

「こどもまんなかチャート」

保護者・養育者

こどもと直接接する人

こどもを見守る人

地域社会を構成する人

社会全体の環境を作る人

こどもを養育している人

こども同士、親族、保育者、学校の先生、スクールカウンセラー、
看護師等のこどものケアにあたる専門職など

教育・保育施設や地域子育て支援の運営者、学校の校長など

近所の人、商店の人、市役所の職員など

政策に携わる人、企業やメディアの人など

こどもまんなか社会をつくるため
に考え方を共有したい人たち

※「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会（第５回）資料を基に作成

全ての人が当事者となり、
「こどもまんなか」という
一貫した考え方の下で

こども・若者と関わっていく こどもまんなか
社会が

実現されていく

こども施策の推進 目指す姿
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こども・若者が自分の意見や
考えを周りの人に伝え、
社会に参画する実感を得る



５ こども・若者の権利の保障

こども・若者の権利は、

です。その保障のために、こども・若者も大人と同じ一

人の人間として尊重され、年齢などに応じた ことが求められます。

本計画は、こどもまんなか社会の実現に向け、市民一人ひとりがこども・若者の権利を尊重して行動す

ることや、こども・若者が自分の意見や考えを大人に伝え、社会参画の実感を得られる機会の創出を促進

するため、 を目指します。

こども・若者が幸福な生活を
送るために必要なこと

健康な身体・健やかな成長

身体的幸福

安心して過ごしやすい

家庭や学校での生活

精神的幸福

学校や社会の中で仲間として

認められている実感

社会的幸福

こども・若者が幸福な生活を
送ることができていない状態

病院に行かせてもらえない

調子が悪い時に休ませてもらえない

勉強や遊びのための時間がない

身体的幸福に関する問題

周りの人たちとなじめない

周りの目が気になる

不安や悩みを相談できる人が周りにいない

精神的幸福に関する問題

社会の一員として扱ってもらえない

おとなから大事にされていると感じない

自分の考えを聞いてもらえない

社会的幸福に関する問題

【ウェルビーイングの考え方から】 【子どもの権利条約の４原則の考え方から】

こ
ど
も
・
若
者
の
最
善
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る

差別のないこと 最善の利益の
考慮

命を守られ
成長できること

意見の尊重
意味のある参加
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１ 児童虐待相談の受理件数の増加

本市のこども家庭センターで受理した件数と、岩手県の

児童相談所で受理した本市の件数を合算すると、令和元年

度（2019年度）から令和４年度（2022年度）までにおいて、

（岩手県全体では約19％増加）しています。

２ いじめの認知件数の状況

令和元年度（2019年度）以降、小学校におけるいじめの

認知件数が にあり、中学校におけるいじめの認知

件数は にあります。

３ 不登校の発生率の上昇

小・中学校における不登校率は、いずれも増加傾向にあ

り、令和５年度（2023年度）において、

となっています。
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４ 子育てに対して感じる気持ち

本市が実施したアンケート調査において、乳幼児期のこ

どもの は、子育てを「楽しい」と感じるこ

とと比べて、

と回答する結果となりました。

５ 子育てを「つらい」と感じる理由

子育てを「つらい」と感じる理由として、「

ため」、「 た

め」、「子どもの た

め」が多い結果となりました。

今回の調査と前回の調査（平成30年度(2018年度)）の結

果を比較すると、「 ため」、

「 ため」、「 た

め」の割合がそれぞれ増加しました。

また、小学生の保護者に対するアンケート結果において

も、同様の結果となっています。

1.19%

1.05%

1.10%

3.53%

26.79%

66.33%

0.00%

0.67%

1.30%

2.88%

28.65%

66.51%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

無回答

その他

わからない

「つらい」と感じることの方が多い

「楽しい」と感じることと

「つらい」と感じることが同じくらい

「楽しい」と感じることの方が多い

R5 H30

Ｎ＝2,084(R5)
2,094(H30)

4.72%

4.72%

3.78%

4.72%

1.26%

26.46%

2.83%

10.24%

5.04%

29.92%

14.17%

12.76%

40.79%

62.36%

58.11%

0.15%

3.20%

1.22%

3.35%

0.30%

31.96%

0.76%

10.81%

2.74%

25.42%

20.40%

8.68%

37.90%

66.82%

53.27%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

無回答

その他

ママ友などとの人間関係がストレスであるため

親族など周囲の干渉が苦痛であるため

子どもをかわいいと思えないため

仕事と育児の両立が難しいため

自分に必要な情報を上手く得ることができないため

子どもの発育に不安を感じるため

子育ての悩みを相談できる相手がいないため

自分の子育て方法に自信がもてないため

経済的に苦しいため

配偶者や親族などの協力が得られないため

子どものしつけや教育が思うようにいかないため

身体的・体力的に疲れがたまるため

自分の時間が取れないため

R5 H30

Ｎ＝657(R5)
635(H30)
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６ 子育てや教育について気軽に相談できる人や相談できる場所

本市が実施したアンケート調査において、

が、子育

てや教育について気軽に相談できる人や相談できる場所が

と回答する結果となりました。

７ 子育てや教育に関する情報の入手方法

乳幼児期のこどもの保護者の子育てや教育に関する情報

の入手方法については、「広報もりおか」や「インター

ネット（市のホームページ以外）」、「家族や友人・知

人」と回答した割合が高い結果となりました。

また、主にスマートフォンを使用して情報を入手する方

法である

いる/ある

81.46%

いる/ある

88.87%

いない/ない

18.54%

いない/ない

11.13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小

学

生

乳

幼

児

Ｎ＝2,084(乳幼児の保護者)、2,007(小学生の保護者)

0.00%

3.02%

9.17%

9.26%

49.42%

43.33%

13.58%

21.31%

5.18%

18.86%

10.89%

7.29%

0.67%

1.01%

4.85%

11.71%

18.04%

12.38%

61.76%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

無回答

その他

特に入手していない

スマートフォンアプリ

インターネット（市のホームページ以外）

家族や友人・知人

書籍や雑誌

テレビやラジオ

新聞

病院や施設

回覧板

隣近所の人

民生委員・児童委員

市の公式X（旧Twitter）

市の母子健康アプリ（母子モ）

市の公式LINE

市のホームページ

市のパンフレットなど

広報もりおか

Ｎ＝2,084(R5)
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８ 充実してほしいと考える子育てサービス（ひとり親家庭）

本市がひとり親家庭を対象に実施したアンケー

ト調査において、ひとり親家庭の保護者が充実し

てほしいと考える子育てサービスとして、「子ど

もの教育のための経済的支援」、「生活のための

経済的支援」、「低い家賃で住めるところ」、

「無償もしくは低料金の学習支援」と、

となり、「子どもの医

療制度」、「子どもが安心して遊べる場所」、

「病児保育などの子どもが病気の時の支援」と続

く結果になりました。 1.83%

3.29%

4.38%

4.51%

7.06%

9.87%

10.35%

12.06%

12.30%

12.55%

14.74%

17.66%

18.64%

19.85%

22.66%

22.90%

23.63%

29.84%

45.92%

48.11%

53.11%

60.17%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

その他

子育て中の親同士が交流できる場所

家族以外の世代の異なる人との交流の機会の提供

特にない

保育所等の施設

保護者の就労について相談できるところ

地域における子どもの居場所

保護者の資格取得・教育の機会の提供

子どもの発達について相談できるところ

子どもが自然体験や集団遊びなどができる機会の提供

子どもの将来のために職場体験等ができる機会の提供

子どもを一時的に預かってくれる場所やサービス

放課後児童クラブや児童センターなどの放課後の居場所

子どもの進路や就労について相談できるところ

移送サービス

病児保育など子どもが病気のときの支援

子どもが安心して遊べる場所

子どもの医療制度

無償もしくは低料金の学習支援

低い家賃で住めるところ

生活のための経済的支援

子どもの教育のための経済的支援

Ｎ＝821

９ 一番下のこどもが進む学校の段階（ひとり親家庭）

ひとり親家庭が と考える進学につい

ては、 と回答する割合が約半数

を占め、 に考える進学については、

が約３分の１、

が約４分の１、と続く結果となりました。 0.85%

24.73%

22.05%

3.65%

15.23%

32.64%

0.12%

0.73%

1.10%

10.96%

52.01%

4.51%

14.62%

16.32%

0.24%

0.24%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

その他

特に理想はない・わからない

大学・大学院

短大・高専

高卒後の専門学校

高校

中卒後の専門学校

中学校まで

理想的
現実的

Ｎ＝821
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こどもたちは、固定観念や価値観を押し付けられないよう
にするためには、親や周りの大人がこどもの意見をきちんと
聞き、互いに尊重しあえるように大人が変わっていくことや、
大人とこどもの間に入ってうまく話を進めてくれる存在がい
ること、大人が持っている固定観念とはどんなものなのかを
知る機会を持つことが必要だと感じています。

こどもたちは、夢や希望を叶えるチャレンジができる
環境について、大人から経験談を聞いたり、自分たちの
考えを聞いてもらったりしながら、大人と一緒に考える
機会や、夢や希望が否定されず、チャレンジすることを
認めてもらい、大人からサポートが受けられることが必
要だと感じています。

こども大綱で示された として、「こどもま

んなか社会」が具体的には について、

ワークショップ形式で考えていただいたところ、次のような意見が出されました。

こどもたちは、個性や多様性に関し、情報だけでなく
実際に触れる機会が大事であると感じており、親をはじ
めとする周りの大人から、個性や多様性に関するこども
の意見を受け入れられ、尊重してもらうことができる対
話の機会が必要だと感じています。

こどもたちは、様々な遊びや学び、体験を通じて生き抜く
力を得るためには、自分とは異なる多くの世代とのつながり
や、環境や生活習慣の異なる他の都市や外国について知る機
会、自分の生まれ育った盛岡をより広く、より深く知る機会
を求めるとともに、こども・若者だけの空間で遊びや学び、
体験等を行う機会が必要だと感じています。

11

10 こどもたちが考える「こどもまんなか社会」



こどもたちは、働くことへの夢や希望を持つためには、地
元での就職に関して学ぶ機会や知る機会を得ることや、選択
肢の幅が増えること、離れたところで働いていても盛岡との
関わりが得られることが必要だと感じています。
また、親になることへの夢や希望を持つためには、結婚後

も魅力的な生き方をしている大人が近くにいることや、こど
もを一番に考える生き方を大人の姿から学ぶこと、現代にお
ける結婚についてのイメージを世代間で共有することが必要
だと感じています。

こどもたちは、困難な状況から守られるためには、困
難な状況に陥らないようにするための安全・安心な環境
をつくることや、困難に直面した場合の乗り越え方につ
いて知る機会や考える機会が得られること、自分が助け
を求めやすくなるとともに、他の人の助けてほしい気持
ちを受け取ることができるようになることが必要だと感
じています。

こどもたちは、意見を表明し、社会に参画できるよう
になるためには、自分たちが考えていることを大人が受
け止められるようになることや、こどもたちが大人と一
緒になって、社会において何かを成し遂げたり、きまり
や仕組みを変えたりする経験を得られることが必要であ
ると感じています。

こどもたちは、不安や悩みを大人に相談できずにつらい思
いをしていることや、色々な気持ちが混ざり合っていること
を大人に知ってもらうこと、解決することができる人を選ん
で相談することが必要となっていることを感じています。

12

ワークショップに参加したこどもたちの人数

小学５・６年生 中学１年生 中学２年生 中学３年生 高校１年生 高校２年生 高校３年生 合計

82人 52人 56人 112人 172人 167人 132人 773人



１ 基本理念

本市の未来を支えていくこども・若者が、将来にわたって
幸福な生活を送ることができる

ことを示します。

一人ひとりのこども・若者が希望を叶える未来のために最
も良いことが何なのかについて、

ことを示します。

地域のあらゆる主体によるこども・若者と子育てのサポー
トの充実を通じ、

ことにより、地域全体で子育てにやさ
しいまちを目指すことを示します。

こどもまんなか盛岡市

描く未来はこどもの笑顔

みんなが子育てパートナー

各フレーズの示す内容
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２ 基本目標

基本
目標
①

基本
目標
②

基本
目標
③

基本
目標
④

基本
目標
⑤

を受けながら、こども・若者が
健やかに成長することができ、

環境づくりを行います。

こども・若者が こと
を学びながら、大人と一緒に考え、活躍する経験を通じて、

環境づくりを行います。

こども・若者が を抱えたときや、 に陥っ
たときに助けられ、差別や孤立、貧困に陥ることなく

環境づくりを行います。

して、出産と子育てに関する
するための支援を提供することにより、

を推進します。

こども・若者の が促進され、
が確保されるとともに、こども・若者の し、

ための環境づくりを行います。
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基本目標１
全てのこども・若者が健やかに成長し、安心して子育てができる環境づくり

基本施策 施策の方向性

妊娠期から出産、子育て期までにおける母親と、出生から乳幼児期までにおけるこどもを対象とする健康
診査や、保健指導の充実を進めるとともに、一貫して身近で相談に応じる体制の確立を図り、妊産婦の健康
確保と、こどもが健やかに育つ環境の整備を推進します。

夜間や休日などにおける初期救急を確保するための体制を整えるとともに、医療費の負担を軽減するため
の支援を行うことにより、医療が必要なこども・若者の治療の機会を確保し、安心してこどもを生み、健や
かに育てることができる環境づくりを進めます。

全てのこどもの健やかな育ちを保障していくため、発達段階に応じた質の高い教育・保育と子育て支援を
提供することができるように、職員の専門性の向上を図りながら、保育士を確保するための経済的支援や、
潜在保育士の就労支援の取組を継続します。
また、各家庭の状況に応じた子育て支援のための取組を行うとともに、こどもの発達や学びの連続性を確

保する観点から、幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な接続を図ります。

こどもの一時的な預かりや相談などの子育て支援を必要とする際に、どの子育て世帯も身近な地域で利用
することができるように、子育て支援の提供体制の整備と、子育てを応援する主体や情報提供の充実を推進
します。

こども・若者の生命を守り、犯罪被害や災害、事故からの安全を確保することによって、全てのこども・
若者が健やかに成長するための対策を推進します。
また、こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とその家族への相談支援、自立支援

を、学校や警察等の地域の関係機関・団体と連携しながら推進します。
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基本目標１
全てのこども・若者が健やかに成長し、安心して子育てができる環境づくり

基本施策 目標指標 Ｒ５現状値 Ｒ11目標値

切れ目のない母子保健の
充実

妊婦健康診査受診率 98.9％ 98.9％

３歳児健康診査受診率 100％ 100％

こども・若者のための
医療体制の確保

医療費助成の１人当たりの給付金額 29,235円 29,235円

幼児教育・保育の充実と
質の向上

１月１日時点における待機児童数 ０人 ０人

子育てを応援するための
支援の充実

市公式ＬＩＮＥのこども・子育て情報メニュー登録率
（18歳以下のこどもが属する世帯数に対するこども・子育て情報メニューの登録者数）

9.28％ 60％

安全・安心な地域環境の
整備

巡回活動への補導委員等の参加延べ人数 1,102人 1,102人
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基本目標２
全てのこども・若者が活躍し、希望を叶えていくことができる環境づくり

基本施策 施策の方向性

こども・若者の異文化や多様な価値観への理解、外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育や国際交流を
推進するとともに、こども・若者が主体的に社会に関わる体験をすることができる機会を創出します。
また、心身の発達に応じた教育及び学習により、こども・若者が、男女平等の理念や性別等の多様性に関する理解を

深めるとともに、こどもに身近な存在である教職員等をはじめとする様々な世代が、固定的な性別役割分担意識や無意
識の思い込みを持つことがないようにするための取組を推進します。

児童生徒の資質・能力の向上や、多様な意見を認め合うことに価値を感じるようになっていくための活動を展開する
とともに、学校施設の環境向上に計画的に取り組みます。
また、不登校のこどもを含む全てのこどもが教育を受ける機会を確保できるように図るとともに、いじめを認知した

場合における早期の組織的対応、相談先の確保、関係機関等との連携の推進などの対策を行います。

児童センターは、各小学校区に設置されているという地理的利便性や、その拠点性、多機能性、地域性を活かし、環
境整備や運営面での質の向上を図り、体制を整えていきます。放課後児童クラブは、放課後の居場所のニーズに対して
の重要性が高いことから、必要とする児童が通うことができるよう事業の拡大と質の向上を支援していきます。
こども食堂は、多くの小学校区において未設置となっていることから、開設を予定している団体等に対して、ニーズ

の周知と開設支援を実施していきます。こども・若者の新たな居場所づくりについては、施設の在り方やニーズについ
て、こども・若者の意見を聴きながら実践していきます。

発達段階に応じて、こどもや保護者に対し、食に関する学習の機会や情報提供を行い、食を通じた豊かな人間性の形
成と家族関係づくりを進めます。また、小中学校等においても給食を通じた食への理解と関心を高める取組を行います。
また、こども・若者が身近で気軽にスポーツに親しみ、楽しむことができるとともに、将来の健康の維持につなげる

ための取組や、こどもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力
を身に付けていくための読書活動のほか、地域における多様な世代との活動、こども・若者が社会に関わっていく活動
を推進します。

こども・若者が社会的・職業的に自立していくことの重要性について学ぶ機会を充実させるとともに、職業に関する
理解を深め、主体的に職業選択ができる能力の育成を図ります。また、地元での就職への関心を高めるため、インター
ンシップ事業や地元企業で働く若手社員の実体験に触れる機会をつくります。
若者の職業的自立に向けた実践的な能力を身に付けるための取組や、若者へのきめ細やかな職業相談や職業意識の啓発
を行うとともに、若年無業者（ニート）の社会的自立の支援を行います。
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基本目標２
全てのこども・若者が活躍し、希望を叶えていくことができる環境づくり

基本施策 目標指標 Ｒ５現状値 Ｒ11目標値

こども・若者の
活躍の支援

子ども未来基金への寄附件数 ５件 30件

こどもみらいファンドによる取組件数 なし ５件

充実した学校教育
の推進

認知したいじめが解消した割合
小学校 98.8％
中学校 98.2％

小学校 100％
中学校 100％

学校内外の機関等で相談・指導を受けている
不登校児童生徒の割合

小学校 72.3％
中学校 69.6％

小学校 80.0％
中学校 80.0％

こども・若者の
居場所づくり

放課後児童クラブを利用できなかった児童数
（５月１日時点）

35人 ０人

こども食堂が開設された小学校区数 19小学校区 39小学校区

こども・若者の
自己形成支援

朝食を毎日食べる人の割合
小学生 81.3％
中学生 80.0％
成人 64.9％

小学生 85.0％
中学生 85.0％
成人 85.0％

食育の指導を行った保育所・幼稚園の割合 97.2％ （調整中）

運動が好きな児童生徒の割合
小学生 92.5％
中学生 85.0％

小学生 95.0％
中学生 90.0％

毎日一定の時間に就寝する児童生徒の割合
小学生 85.2％(R6)
中学生 83.4％(R6)

小学生 88.0％
中学生 88.0％

若者の就労支援
県内大学卒業者の県内就職率 39.1％ 42.0％

盛岡公共職業安定所管内の就職を希望する
高校生の県内就職率

68.2％ 71.6％
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基本目標３
全てのこども・若者が、困難に対する支援を受けることができる環境づくり

基本施策 施策の方向性

こども・若者が抱える不安や悩みについて、相談支援の体制を充実させるとともに、悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、見守ることができる人を増やすための活動を行います。
困難な問題を抱える女性やひとり親家庭、障がいのあるこども・若者などを様々な主体と連携しながら支援
や助言を行います。

予期せぬ妊娠や基礎疾患を持つ方の妊娠、性感染症等への適切な相談支援や、妊娠・出産、産後の健康管
理に係る支援を行うため、家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を含む当事者が必要としている支援の提供を
図ります。
また、児童虐待相談の受理件数の増加に対し、早期発見・早期対応を継続して行うために、相談援助の体

制強化や専門性の向上を図るとともに、ＤＶ防止の取組と連携協力して、ＤＶ被害者の早期発見と支援を行
います。

障がいのあるこども・若者や、発達に特性のあるこども・若者について、早期の気づき・支援につなげる
ための取組を行うとともに、医療的ケア児等の専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応を含め、
それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、その発達や将来の自立、社会参加のた
めに必要な力を培うことができる教育・保育体制の整備を行います。

貧困の状態にある家庭の経済的負担を軽減するための取組や、貧困の状態にあっても十分な学習機会や豊
かな経験が得られるようにするための学習支援、修学資金の貸付などに取り組みます。
また、ひとり親家庭の経済的な自立に向け、ひとり親等が就職に有利な資格を取得するための修業等を行

う際の経済的負担を軽減するほか、就職のための支援を行います。
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基本目標３
全てのこども・若者が、困難に対する支援を受けることができる環境づくり

基本施策 目標指標 Ｒ５現状値 Ｒ11目標値

こども・若者の
相談・支援体制の充実

こども相談の解決率
なし

（令和６年度に開始
した事業のため）

100％

児童虐待防止と
ＤＶ対策

虐待通告の受理後48時間以内の安全確認達成率 （確認中） 100％

障がい等のある
こども・若者への支援

乳幼児総合診査から療育につながったこどもの割合 99.5％ 99.5％

こどもの貧困の
解消に向けた対策

児童扶養手当の受給資格者数に占める
支給停止者数の割合（３月末時点）

13.2％ （調整中）
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基本目標４
地域全体で子育てへの不安や負担を軽減するための環境づくり

基本施策 施策の方向性

子育てに関する相談支援体制の充実により、妊娠、出産、子育てに関する不安や孤立感を
軽減し、安心して子どもを産み育てられるとともに、保護者がしっかりとこどもと向き合い、
こどもの成長に喜びや生きがいを感じながら、こどもの育ちを支えることができる環境づく
りを進めます。

妊娠・出産・子育て期にわたり、母子の健康の保持・増進を図り、こどもを生み育てる環
境を充実させるための経済的支援を行うとともに、医療費の負担軽減、障がいのあるこど
も・若者が必要な医療・介護等を受けるための支援のほか、貧困の状態にある家庭における
貧困の解消に向けた取組を行います。

地域社会における様々な主体による子育て応援の活性化に向けた取組を行うとともに、こ
ども・若者の育成支援や見守り体制の充実など、地域ぐるみで子育て支援を推進していくた
めの体制づくりを行います。

基本施策 目標指標 Ｒ５現状値 Ｒ11目標値

子育ての不安を軽減する
ための支援の充実

妊婦健康診査受診率 98.9％ 98.9％

３歳児健康診査受診率 100％ 100％

子育てのための
経済的支援の充実

医療費助成の１人当たりの給付金額 29,235円 29,235円

こども食堂が開設された小学校区数 19小学校区 39小学校区

地域ぐるみで取り組む
子育て支援の推進

こどもまんなか応援サポーターへの参加数（累計） なし 100(人・者)
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基本目標５
全てのこども・若者の権利が大切にされ、幸福な生活を送ることができる
環境づくり

基本施策 施策の方向性

こども・若者の権利について、こども・若者自身と大人が理解し、こども・若者の権利を尊重する行
動を促進するため、こども・若者や大人への周知啓発を図るとともに、こどもまんなか社会の趣旨に賛
同する個人や団体・企業を増やすための取組を行います。

こども・若者が、まちづくりやこども・若者の居場所づくりなどに参加し、意見を出し合いながら、
主体的に取り組む活動を活性化するとともに、こども・若者が、地域での活動やこどもが関わる施設等
における活動に主体的に参加することができる機会の創出を図ります。

こども相談室などの相談機関において、いじめや児童虐待等のこども・若者の権利侵害に関する相談
を受け、権利侵害からの救済のための支援につなげることができるように、気軽に相談しやすい体制づ
くりを進め、一人ひとりのこども・若者に寄り添った活動を行います。
さらに、権利侵害の防止のため、関係機関との連携により、こども・若者の置かれている環境を改善

するための体制の見直しや、こども・若者や保護者等の様々な不安や負担の軽減に取り組むともに、
個々の多様性への理解や人権尊重の観点を踏まえた普及・啓発等を進めます。

基本施策 目標指標 Ｒ５現状値 Ｒ11目標値

こども・若者の権利の
理解と尊重の促進

こどもまんなか応援サポーターへの参加数（累計） なし 100(人・者)

こども・若者の
意見表明の機会づくり

こどもみらいファンドによる取組件数 なし ５件

権利侵害の防止と
侵害からの救済

こども相談の解決率 なし 100％

認知したいじめが解消した割合
小学校 98.8％
中学校 98.2％

小学校 100％
中学校 100％

虐待通告の受理後48時間以内の安全確認達成率 （確認中） 100％
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１ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関する需給計画について

子ども・子育て支援法に基づき、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業の と、

について、計画期間中の各年度における （利用に関する

ニーズ量）と、 （提供体制の確保の内容）を定めます。

各事業の「量の見込み」は、本市が令和６年２月～３月に実施したニーズ調査によって把握した調査結

果や、現在の実績、推計人口の推移などを踏まえて算出しています。

２ 教育・保育の提供について

認定区分 年齢等 区分
Ｒ７年度
（2025）

Ｒ８年度
（2026）

Ｒ９年度
（2027）

Ｒ10年度
（2028）

Ｒ11年度
（2029）

１号認定こども【教育】
（幼稚園・認定こども園）

満３歳以上で保育の必要が
ない就学前のこども

量の見込み(①) 2,274 2,121 1,991 1,881 1,848

確保方策(②) 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418

差(②－①) 144 297 427 537 570

２号認定こども【保育】
（保育所・認定こども園）

３歳以上で保育の必要の認定
を受けた就学前のこども

量の見込み(③) 3,011 2,799 2,641 2,493 2,436

確保方策(④) 4,101 4,101 4,101 4,101 4,101

差(④－③) 1,090 1,302 1,460 1,608 1,665

３号認定こども【保育】
（保育所・認定こども園・

地域型保育事業）

３歳未満で
保育の必要
の認定を受
けた就学前
のこども

０歳児

量の見込み(⑤) 890 862 834 806 779

確保方策(⑥) 930 930 930 930 930

差(⑥－⑤) 40 68 96 124 151

１歳児

量の見込み(⑦) 1,058 1,072 1,039 1,003 971

確保方策(⑧) 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199

差(⑧－⑦) 141 127 160 196 228

２歳児

量の見込み(⑨) 1,060 1,019 1,030 993 963

確保方策(⑩) 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351

差(⑩－⑨) 291 332 321 358 388

（単位：人）
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３ 地域子ども・子育て支援事業の提供について

延長保育事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事

業）、病児保育事業などの地域子ども・子育て支援事業について、各事業の「量の見込み」に対して、計

画期間内で必要供給量をそれぞれの事業の考え方にしたがって確保します。

区分
Ｒ７年度
（2025）

Ｒ８年度
（2026）

Ｒ９年度
（2027）

Ｒ10年度
（2028）

Ｒ11年度
（2029）

延長保育事業
（単位：人）

量の見込み(①) 3,537 3,367 3,238 3,093 3,012

確保方策(②) 3,890 3,704 3,561 3,402 3,313

過不足(②－①) 353 337 323 309 301

一時預かり事業（幼稚園型以外）
（単位：人日）

量の見込み(①) 3,421 2,887 2,695 2,533 2,479

確保方策(②) 15,660 15,660 15,660 15,660 15,660

過不足(②－①) 12,239 12,773 12,965 13,127 13,181

一時預かり事業（幼稚園型）
（単位：人日）

量の見込み(①) 115,673 107,526 101,399 95,624 93,697

確保方策(②) 115,673 107,526 101,399 95,624 93,697

過不足(②－①) - - - - -

地域子育て支援拠点事業
（単位：人）

量の見込み(①) 44,771 45,114 45,453 45,793 46,132

確保方策(②) 75,001 75,001 75,001 75,001 75,001

過不足(②－①) 30,230 29,887 29,548 29,208 28,869

放課後児童健全育成事業
（単位：人）

量の見込み(①) 2,183 2,234 2,284 2,334 2,384

確保方策(②) 2,382 2,424 2,466 2,508 2,550

過不足(②－①) 199 190 182 174 166

病児保育事業
（単位：人日）

量の見込み(①) 2,883 2,750 2,648 2,529 2,462

確保方策(②) 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

過不足(②－①) 2,877 3,010 3,112 3,231 3,298

ファミリー・サポート・センター事業
（単位：人日）

量の見込み(①) 1,451 1,392 1,332 1,272 1,216

確保方策(②) 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510

過不足(②－①) 2,059 2,118 2,178 2,238 2,294

子育て短期支援事業
（単位：人日）

量の見込み(①) 230 219 211 201 195

確保方策(②) 230 219 211 201 195

過不足(②－①) - - - - -
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３ 地域子ども・子育て支援事業の提供について

区分
Ｒ７年度
（2025）

Ｒ８年度
（2026）

Ｒ９年度
（2027）

Ｒ10年度
（2028）

Ｒ11年度
（2029）

妊婦健康診査事業
（単位：回）

量の見込み(①) 19,201 18,565 17,953 17,403 16,816

確保方策(②) 19,201 18,565 17,953 17,403 16,816

過不足(②－①) - - - - -

乳幼児家庭全戸訪問事業
（単位：人）

量の見込み(①) 1,543 1,492 1,442 1,398 1,351

確保方策(②) 1,543 1,492 1,442 1,398 1,351

過不足(②－①) - - - - -

養育支援訪問事業
（単位：回）

量の見込み(①) 513 528 542 556 570

確保方策(②) 513 528 542 556 570

過不足(②－①) - - - - -

子育て世帯訪問支援事業
（単位：回）

量の見込み(①) 218 209 200 191 183

確保方策(②) 218 209 200 191 183

過不足(②－①) - - - - -

利用者支援事業
量の見込み(①) １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

確保方策(②) １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

過不足(②－①) - - - - -
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1 附属機関等による点検・評価の実施

本計画の推進に当たっては、全ての市民が、こどもまんなか社会の実現と、こども・若者の権利の重要

性についての共通認識を持ち、実践していくことが必要です。このことから、

を

深めながら、施策の推進に当たります。

また、附属機関である「（仮）盛岡市こども未来会議」に

実施状況の報告時には、成果指標の達成

状況のほか、基本目標・施策ごとの取組状況を中心に点検・評価を受け、その内容をホームページ上で公

表します。

２ 庁内での推進体制

本計画に掲げる施策や事業が、組織ごとに縦割りの実施とならないよう、こども施策に関する庁内の推

進組織である「（仮）盛岡市こども未来連絡会議」にて、毎年度、実施状況の進捗管理を行うほか、日常

的に、
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